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　令和8年度の労働保険の年度更新手続きの時期となりました。

　事業主のみなさま、6月１日（月）から7月10日（金）までの間に申告・納付手続きをお願いします。

　申告書は、期間中、電子申請のほか、県内各所に設ける集合受付会場、鳥取労働局、最寄りの労働基準監

督署、金融機関・郵便局等で受け付けします。

　特に電子申請は事務所、自宅等から24時間、ご都合の良いときに申告いただけますので大変便利です。是

非ご検討ください。

　申告書の作成には厚生労働省ホームページにあります「計算支援ツール」を利用いただくと便利です。

　なお、令和8年度の労災保険率、労務費率、特別加入保険料率は令和7年度から変更ありません。

　令和8年度の雇用保険率は改定となります。令和8年度の概算保険料は新しい料率で、令和7年度の確定保

険料はこれまでの料率での申告をお願いします。

　具体的な料率については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

●計算支援ツールの掲載場所

　厚生労働省ホームページのサイト内検索にて「計算支援ツール」と検索ください。

　※集合受付の日時については、混雑緩和のため鳥取労働局よりお送りするハガキに日時を記載しております。

　　記載の日時にご都合のつかない場合は他の会場の時間帯でも受付可能です。

令和8年度　労働保険年度更新集合受付日程

　〈会場〉　　　　　　　〈所在地〉                   　〈TEL〉

　・米子食品会館　　　　 米子市旗ヶ崎2030          0859-34-5022

　・ハローワーク根雨　　 日野郡日野町根雨349-1   0859-72-0065

　・境港商工会議所　　　 境港市上道町3002           0859-44-1111

　※労働保険事務を労働保険事務組合に委託している事業主は、事務組合を通じての申告・納付となります。

□問 鳥取労働局労働保険徴収室　TEL：0857-29-1702

労働保険の「年度更新」手続きのお願いお知らせ

　「不正改造は犯罪です！」～不正改造車はダサい！大迷惑～

　不正改造車は、騒音等により生活環境に悪影響を及ぼす他、人命に関わる事故を発生

させる可能性が高まるため、その排除は社会的にも強く求められています。

　不正改造車を発見された方は、下記のＱＲコードから、不正改造車の情報提供にご協

力お願いします。

□問 中国運輸局鳥取運輸支局 検査・整備・保安担当　TEL：0857-22-4110

不正改造車情報提供のお願いお知らせ

　５月30日（土）、道の駅にちなん日野川の郷を会場に開催します！

　今回のテーマは「肉」！！

　オリジナルハンバーガーやステーキ弁当、大山鶏のから揚げなど

鳥取県産のお肉グルメが大集合！

　詳細は、チラシまたは町ホームページをご覧ください！

□問 にちなん食のバザール実行委員会（役場地域づくり推進課内）

　  TEL：0859-82-1115

「第45回 にちなん食のバザール 肉祭り」開催決定！！
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不正改造車情報提供
窓口はこちら

不正改造の例はこちら

※絶賛開発中!!


